
A
遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

1-1

会員法⼈は、学⽣、保護
者、卒業⽣のみならず、広
く社会に存在するステーク
ホルダーに対し、教育研究
⽬的を明確に⽰し、理解を
得る必要がある。

A 1-1

会員法⼈は、事業に関する
中⻑期的な計画もしくは事
業計画等（以下「中期計画
等」という）の策定を通じ
て、さらなるガバナンス機
能の向上を⽬指し続ける。

A ①

中期計画等の策定に当た
り、教学関連及び経営関連
項⽬ごとに素案の策定主
体、計画期間、意⾒聴取⽅
法及び意⾒の反映⽅法をあ
らかじめ決定する。

A

中期経営計画等の策定にあたっては、全体構造について常勤理事連絡会での議論を経
て、理事会で決定後、各学校が教学事項を、理事会が施設、財務及び広報等経営事項
について素案を作成している。また、中期経営計画等の素案が策定された後に教職員
への意⾒公募⼿続きを経て、評議員会にて意⾒聴取を⾏い、その後の理事会において
中期経営計画等（各校・理事会のアクションプラン及び進め⽅）を決定することとし
ている。

②

中期計画等の策定に際し、
直前の中期計画等及び他の
計画との関連性を明らかに
する。

A

中期経営計画等の策定にあたり、前回及びこれまでの計画の総括（進捗状況、達成
度、次期中期経営計画等への引き継の是⾮）を⾏い、各計画の成果や課題を確認した
上で、浮かび上がった課題の改善に向けた計画となるよう振り返りを⾏っている。

③

中期計画等に教学、⼈事、
施設及び財務等に関する事
項を盛り込む。 A

中期経営計画等において、教学については各学校のアクションプランとして、施設及
び財務等に関する事項については理事会（経営・管理）のアクションプランとして策
定している。⼈事施策については、毎年度理事会で審議決定し、教職員に公開してい
る。また、職員育成計画については、事務統括者会での審議決定を経て、職員に公開
することとしている。

④

中期計画等において、理事
⻑をはじめ政策を策定、管
理する⼈材の育成、登⽤の
⽅針を盛り込む。

B

中期経営計画等の策定にあたっては、常勤理事連絡会において私⼤を取り巻く外部環
境や内部現状及び中期経営計画等の総括や他⼤学の実施状況の把握等、理事として必
要な情報について共有を図っている。理事の⼈材の育成については、役員に期待され
る役割、責務を適切に果たすために必要な知識の修得を⽬的として定期的な研修を実
施している。また、理事の登⽤については、寄附⾏為に定めている。

⑤

中期計画等の内容につい
て、その適法性、倫理性を
考慮するとともに、顕在的
リスクのみならず潜在的リ
スクについても識別、評価
する。

A

中期経営計画等の実⾏段階において、進捗状況を適宜理事会に報告することとしてお
り、その結果を教職員に公開している。また、理事会には常時監事が出席しており、
適法性や倫理性の観点からも意⾒を徴している。

⑥

中期計画等の策定に際し、
財政⾯の担保が不可⽋であ
ることを踏まえ、現実的か
つ具体的な資⾦計画、収⽀
計画を精緻化する。

A

中⻑期の資⾦計画、収⽀計画を策定し、理事会に報告している。また中期経営計画等
の策定に際しては、当該財政計画を踏まえて策定している。

重点事項 実施事項
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コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
１．⾃律性の確保

遵守原則
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

1-1 1-1 ⑦

中期計画等において、実施
スケジュールを含む具体の
アクションプランを明確に
する。

A

中期経営計画等の策定時には、⽬標のほか、カテゴリーごとのアクションプラン、具
体的な取り組み内容、実施スケジュール、ワーキンググループ設置の有無、実⾏体制
を明確にし、具体の計画としている。

⑧
中期計画等に係る策定管理
者（政策管理者）と執⾏管
理者を明確にする。

A
中期経営計画等の教学事項については各学校⻑が策定を管理し、経営事項については
常務理事が管理を担い、これを公表し明確にしている。また、アクションプラン毎に
実施組織を明記している。

⑨

中期計画等の最終決定は、
⼗分な説明、資料に基づ
き、評議員会等の意⾒を聴
取したうえで、会議体等の
合議により⾏う。

A

中期経営計画等は、常勤理事連絡会、常務会、理事会で数次にわたり⼗分な検討を
⾏ったうえで、教職員からの意⾒公募や評議員会での意⾒聴取を経て、理事会で最終
決定を⾏っている。

⑩

中期計画等において、測定
可能な指標や基準に基づく
達成⽬標、⾏動⽬標を提⽰
し、適宜、データやエビデ
ンスに基づいて中期計画等
進捗管理を⾏う。

A

中期経営計画等の各アクションプランは、学園全体、各学校及びアクションプラン毎
にKGI・KPIによる測定可能な達成指標を⽰しており、適宜、データやエビデンスに
基づいて進捗管理を⾏い、定期的に理事会に報告している。

⑪

中期計画等の内容、進捗管
理⽅法について、教職員を
中⼼とする構成員に⼗分に
説明し、理解の深化を図
る。

A

中期経営計画等の内容、進捗管理⽅法については、教職員に⼗分な説明を⾏い、理解
の深化を図っている。

⑫

外部環境の変化等により、
中期計画等の変更が必要と
なった場合、速やかに修正
を⾏える体制を構築する。

A

中期経営計画等が外部環境の変化等により、変更や修正が必要となった場合には、各
学校や常務会で協議検討し、理事会において最終判断を⾏い、改善計画を遂⾏できる
体制としている。

⑬

中期計画等の期間中及び期
間終了後に、進捗状況及び
実施結果を法⼈内外に公表
する。

A

中期経営計画は、学園ホームページで公表している。また、冊⼦を作成し、教職員へ
配布することで、中期経営計画の周知を図っている。毎年1度、常勤理事連絡会、理
事会で進捗状況を確認し、その内容を教職員に周知した後意⾒募集を⾏い、必要があ
れば計画を修正する対応を⾏っている。計画終了年度の後には、教授会、⼤学審議
会、理事会等各会議体において進捗等の報告を⾏っている。

遵守原則 重点事項 実施事項
１．⾃律性の確保
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

2-1 A 2-1 A ①

学校法⼈及び当該学校法⼈
が設置する⼤学等のミッ
ション、ビジョンを踏ま
え、学校法⼈及び⼤学、学
部・学科、研究科等の毎会
計年度ごとの事業計画（以
下「事業計画」という）、
達成⽬標や具体的な⾏動指
針を明確にする。

A

毎年度、事業計画書及び事業報告書を作成し、事業計画に伴う予決算と併せてホーム
ページ等において公表している。

②
達成⽬標、具体的な⾏動指
針を教職員、学⽣及び社会
に発信し、共有する。

A
同上

③

学校法⼈の中期計画等や事
業計画、学部・学科、研究
科等の達成⽬標を実現する
ための経営資源（ヒト、モ
ノ、カネ）が、効率的な配
分となり、著しく⾮効率的
なものとならないよう、経
営資源の配分に係る基本⽅
針を明確にする。

A

毎年度、予算編成⽅針や⼈員配置計画（採⽤⽅針等）を理事会で⽰し、経営資源が効
率的に配分されるよう周知を図っている。

④

「学位授与の⽅針」、「教
育課程編成・実施の⽅針」
とカリキュラムとの整合性
のチェック等を通じて、そ
れぞれの⽅針の実質化を図
る。

A

「学位授与の⽅針」、「教育課程編成・実施の⽅針」とカリキュラムとの整合性につ
いては、定期的に⾒直しを実施している。また、各学部等が実施するカリキュラム改
定の際には、ディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーとの整合性の確認を⾏
いつつ検討し、⽅針の実質化を図っている。

⑤

「⼊学者受⼊れ⽅針」と⼊
学者選抜との整合性の
チェック等を通じて、同⽅
針の実質化を図る。

A

各学部等において⼊試結果のデータ分析に基づき学⽣募集施策を検討・実施し、アド
ミッションポリシーの点検と実質化に取り組んでいる。⼊学試験の科⽬や内容を通し
てアドミッションポリシーに適合する学⽣の募集を図っている。

遵守原則 重点事項 実施事項
２．公共性の確保

会員法⼈は、建学の精神等
に基づく多様な⼈材育成像
を保持しつつ、時代や社会
の変化を踏まえながら、教
育研究活動を通じて、広く
社会に、また地域にとって
有為な⼈材を育成する。

会員法⼈は、それぞれの会
員法⼈が⽬指す⼈材育成
（⼤学教育）を⾏うため
に、教育の質の向上や学修
成果の可視化等による教育
の⾼度化に努め、不断の改
善サイクルにより教育研究
活動を向上させる。
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

2-1 2-1 ⑥

⾃⼰点検・評価結果、認証
評価機関による評価結果や
アンケート調査等を含むＩ
Ｒ（インスティテューショ
ナル・リサーチ）活動の成
果を活⽤し、教育活動の改
善を⾏う。

A

毎年度、⾃⼰点検評価、授業改善のためのアンケート調査、学⽣⽣活アンケート調査
を通して、データ収集を⾏っており、授業内容及び授業⽅法の改善を図り教育活動の
向上に努めている。

⑦

リカレント教育の諸施策に
ついて、その⽅針、計画を
明確化する。 A

毎年度、地域連携センターにおいて、事業⽅針、実施計画を策定し、リカレント教育
等の諸施策を公表している。

⑧

留学⽣の受⼊並びに派遣に
係る諸施策について、受⼊
留学⽣の選抜⽅法、⽇本語
教育プログラムの充実や⽇
本⼈学⽣とともに学ぶ機会
の創出、派遣留学⽣の教育
課程編成・実施の⽅針、受
⼊留学⽣の教育環境整備状
況等の観点から、アカデ
ミックな意義付けを明確に
する。

A

留学⽣の受け⼊れについては、⼊試選抜⽅法を定め、留学⽣⼊試を実施しており、当
該⼊試制度を利⽤して⼊学した学⽣には、⽇本語教育プログラムを提供している。学
⽣の海外派遣については、海外留学プログラムを多数設け、語学能⼒の育成等に寄与
するものとなっている。教育課程において、海外留学プログラムに参加した場合は、
期間、内容に応じて単位としている。
また、外国⼈別科⽣においては、出⼊国在留管理庁の通知による語学⼒以上を保持し
ている事を出願条件とし、⼊学後は⽇本語学⼒による能⼒別のクラスを開設してい
る。

２．公共性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

2-2 A 2-2 A ①
社会・地域貢献に係る学内
⽅針を検討し、策定する。 A

⽂教⼤学地域連携センターは、建学の精神に基づき、本学の教育・研究資源を地域に
還元するとともに、地域との連携を通じて地域の発展に寄与することを⽬的とし、地
域に根差した「知の拠点」となることを⽬指している。

②

社会・地域との連携を⽀援
する体制または仕組みを整
備する。

A

社会・地域との連携を⽀援するため、地域連携センター及び地域連携部を設置してい
る。

③

組織的な各種ボランティア
活動を展開するために必要
となる社会連携・地域貢献
等に関する諸規程を整備す
る。

C

各種ボランティア活動は様々な形態があり、機動的かつ柔軟に実施できるよう、必要
に応じて実施要領等を作成して対応している。

④

公開講座や地域の課題解決
に向けた地域連携プログラ
ム等を開設する。 A

⽣涯学習の機会を提供するためにオープンユニバーシティや⽂教⼤学シニアアカデ
ミーを開講している。また、地域の諸課題の解決を⽬指し、各⾃治体からの要請に応
じて、地域住⺠向けの教育講座を開設している。また、図書館内に設置している家庭
⽂庫「あいのみ⽂庫」では⼦育て中の親や学校ボランティア向けに絵本の読み⼿を育
てるための各種講座を開講している。

⑤

社会・地域貢献に係る学内
の⾃主的な取り組みを把握
し、全学的な取り組みとし
て展開する。

A

学内の⾃主的な取り組みについて、地域連携センターから各部⾨部署へ情報提供を依
頼し、各部⾨部署の取り組みを集約することとしている。
また、報告に基づき、法⼈全体のトピックスとして公表している。

⑥

⾃治体等の⾏政機関や企業
との対話、信頼関係の醸成
に努める。

A

連携協定を締結した⾃治体や企業との間で定期的な情報交換の機会を設け、相互理解
を深めたうえで連携事業を実施している。また、⾏政と⼤学がともに地域の発展に向
けて取り組むため、キャンパス所在の⾃治体等と包括協定と締結し協定に基づき定期
的に会議や活動を展開している。

２．公共性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項

会員法⼈は、社会の要請を
踏まえつつ、特⾊ある教育
研究活動から得られた成果
を踏まえ、社会の要請の変
化に対応して、現実の諸課
題に対する解決⽅法を⽰
し、社会に貢献する。

会員法⼈は、市⺠講座・ボ
ランティア活動・地域課題
解決等の地域連携プログラ
ムを通じ、⼤学が社会・地
域と連携し、その発展に貢
献していく活動を積極的に
⾏う環境を整える。
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-1 A 3-1 A ①

『監事監査ガイドライン
（私⼤連監事会議）』を参
考に、監事監査規程（必要
に応じて監事監査基準）を
策定する。

A

私⼤連監事監査ガイドラインおよび監事監査規程に基づき、毎年度、監事監査計画書
及び監事監査報告書を策定している。また、監事監査計画及び監査報告は、理事⻑及
び理事会に報告したうえで学内に公表している。

②

監事が作成する 監事監査計
画、監事監査調書、監事監
査報告書その他の監事監査
資料を有効に活⽤し、監事
監査の実効性を⾼める 。

A

監事により理事会へ提出された監事監査計画に基づき、滞りなく実施されるための準
備を⾏う。監事監査が終了し、監事監査による指摘事項については早急に改善し、以
後定期的にPDCAを回し改善に努めている。
また、監事監査計画を学内に周知することにより、監査を受ける各部署に対して協⼒
体制をとっている。監事監査報告については、理事⻑及び担当理事が報告を受けて業
務改善に取り組んでいる。
なお、毎決算時に作成する「計算書類」に添付する「監事監査報告書」は、⼤学ホー
ムページの事業報告書の「財務の概要」欄および「財務状況」に転載し、事業報告書
及び決算においての適切性を⾼めている。

③

常勤・常任監事の登⽤、ま
たは常勤・常任監事がいる
状況と同様の監事監査が実
施できるような監事監査⽀
援体制を整備する。

A

常勤・常任監事の登⽤は⾏っていないが、週1⽇は出勤して業務に就き、理事会出席
や会計監査への⽴ち合いの際は必要に応じて勤務⽇を変更する体制をとっている。ま
た、監事のサポート業務を⾏う部⾨として、学園本部に理事⻑室を設置している。ま
た、監事監査実施に際しては、理事⻑室が⽀援を⾏っている。

④

監事が評議員会、理事会に
おいて、積極的に意⾒を陳
述することができる仕組み
を構築する。また、経営に
関する重要な会議等につい
ても出席し、積極的に意⾒
を陳述することができる仕
組みを構築する。

A

監事はすべての理事会及び評議員会に出席し意⾒を陳述できる体制を取っている。ま
た、主に中期経営計画策定の検討を⾏う常勤理事連絡会に出席し、意⾒を述べてい
る。

３．信頼性・透明性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項

会員法⼈は、社会からの理
解と信頼を確保するため
に、常に法令を遵守すると
ともに、多くのステークホ
ルダーとの良好な関係の構
築を⽬指し、教育研究活動
を通じ社会に貢献する。

会員法⼈は、会員法⼈にお
けるガバナンスを担保する
理事会による理事の職務の
執⾏監督機能の向上、監査
機能の向上及び監事機能の
実質化のため、監事選任⽅
法の⼯夫・改善、⽀援体制
の整備等を図る。
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-1 3-1 ⑤

監事監査に必要な資料の提
供、説明等、⼗分な情報提
供を⾏う。

A

学園監事監査規程に「監事は、法⼈の役員及び職員に対して、監査に必要な資料の提
出並びに業務の状況に関する説明及び報告を求めることができる。」と定めがあり、
実施している。情報提供については、監事が直接被監査部⾨にヒアリングを⾏うほ
か、理事⻑室が担当事務局に⽇程調整や資料請求を⾏っている。

⑥
監事間の連携の深化を図る
べく、必要に応じて監事会
を開催する。

A
理事会等には２名の監事が共に出席しており、その前後及び監事監査実施時に打ち合
わせを⾏うことで連携を深めている。また三様監査関係者連絡会を開催し、監査法
⼈、理事⻑室内部監査担当とともに意⾒交換を⾏っている。

⑦

会計監査⼈の選任において
は、監事の意⾒を踏まえて
⾏う。

A

会計監査⼈は次のような条件を考慮して選択する。
①学校法⼈会計に精通した公認会計⼠を要している
②個⼈会計事務所より監査法⼈を優先する
③学園の提⽰する会計監査⼈に対して、毎決算ごとに監事の意⾒を確認する

⑧
監事と会計監査⼈、内部監
査室等とが協議する場を設
定する。

A
監事、会計監査⼈、学園内部監査業務にあたる理事⻑室で⾏う三様監査関係者連絡会
を設置しており、学園の会計事務管理者に隣席を求め、定期的に意⾒交換や協議を
⾏っている。

⑨

監事に対する研修機会を提
供し、その充実を図る。 A

⽂部科学省、私⼤連の監事研修・会議に参加する他、⼤学監査協会等の研修について
情報を得て参加機会を設けている。

⑩

監事の独⽴性を確保するた
めに、その専⾨性を考慮し
つつ、監事選任基準の明確
化または監事指名委員会を
設置するなどの⽅法によっ
て、監事を選任する。

A

寄附⾏為において監事の任⽤について「理事会において選出した候補者のうちから、
評議員会の同意を得て、理事⻑が選任する」と規定しており、専⾨性と独⽴性を確保
している。

⑪

監事監査の継続性を担保
し、かつ監事の独⽴性を確
保すべく、監事の選任時期
及び任期について留意す
る。

A

寄附⾏為において監事の選任、任期、再任、補充及び独⽴性について定めており、監
事の継続性及び独⽴性が保たれている。
また、選任にあたっては寄附⾏為の定めにより適正に選任を⾏っている。

重点事項 実施事項
３．信頼性・透明性の確保

遵守原則
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-2 A 3-2

会員法⼈は、ガバナンスを
担保する内部チェック機能
を⾼めるため、有効な内部
統制体制の確⽴を図る。

A ①

法令等の遵守に係る基本⽅
針・⾏動基準を定め、事業
活動等に関連した重要法令
の内容を役職者及び教職員
に周知徹底する。

A

就業規則その他において、法令遵守の徹底を求めている。また、私⽴学校法や学校教
育法をはじめとする重要法令の改正が⾏われた場合、理事会、理事研修会や⼤学審議
会等において、構成員への周知を図っている。

②

役職者の選解任過程の開
⽰、役職者の報酬の決定⽅
法の開⽰、⼀定額以上の報
酬を得ている役職者の報酬
の開⽰等によって、透明化
を図る。 A

役職者の選解任過程、報酬の決定⽅法及び報酬の開⽰については、寄附⾏為及び学校
法⼈⽂教⼤学学園役員の俸給・報酬等に関する規程をホームページで公開し、透明化
を図っている。
学校法⼈⽂教⼤学学園理事及び評議員選任規則により選任規則が開⽰されている。評
議員選挙内規により評議員選挙の⼿続・過程や選挙結果の開⽰⼿順が⽰されている。
学⻑は⽂教⼤学学⻑選出規程、⽂教⼤学学⻑選出規程施⾏細則により選出されるまで
の⼿順・過程が⽰されている。最終的に理事会審議決定事項の情報公開によって⼀般
周知されている。
役職者の解任に関する規定は寄附⾏為の定めによって定められている。
役職者の報酬については、学校法⼈⽂教⼤学学園役員の俸給・報酬等に関する規程に
より定められており、ホームページ上で公開されており情報開⽰している。

③

法令等遵守体制の実効性に
重要な影響を及ぼし得る事
項について、理事会及び監
事に対して定期的に報告が
なされる体制を整備する。

A

恒常的にリスクの点検を⾏っており、定期的に常務会で確認を⾏っている。また、教
育活動に重⼤な影響を及ぼす事案については、理事会に報告することとしている。

④

学校法⼈に著しい損害を及
ぼすおそれのある事象への
対応について、理事会その
他の重要な会議等におい
て、⼗分な情報を踏まえた
リスク分析を経た議論を展
開する。

A

定期的に開催する理事⻑会議において法⼈内存在するリスクの共有を⾏っており、重
⼤な事案については、常務会や理事会へ報告することとしている。

⑤

理事等が、事業内容ごとに
情報を管理保存する体制を
通じて、信⽤・ブランドの
毀損その他のリスクを認識
し、当該リスクの発⽣可能
性及びリスク発⽣時の損害
の⼤きさを適正に評価す
る。

A

恒常的にリスクの点検を⾏っており、定期的に常務会で確認を⾏っている。また、教
育活動に重⼤な影響を及ぼす事案については、理事会に報告することとしている。

３．信頼性・透明性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項

会員法⼈は、社会からの信
頼を損なうことがないよう
に、理事 及び評議員、学⻑
（総⻑を含む））（以下、
「役職者」という）の選解
任過程等に関する透明性の
確保を通じて、理事会によ
る理事の職務の執⾏監督機
能の実質化を図るととも
に、⼤学で起こり得る利益
相反、研究活動に関わる不
正⾏為等について、その防
⽌のために必要とされる制
度整備を⾏い、実⾏する。
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-2 3-2 ⑥

不正または誤謬等の⾏為が
発⽣するリスクを減らすた
めに、各担当者の権限及び
職責を明確にするなど、各
担当者が権限及び職責の範
囲において適切かつ効率的
に職務を遂⾏していく体制
を整備する。その際、職務
を複数の者の間で適切に分
担または分離させることに
留意する。

A

寄附⾏為、常務会規則、組織分掌規程、職務権限規程及び⽂書決裁規程等に基づき、
組織、職制、各部局の分掌、各職位の責任と権限が定められ、理事会、常務会、理事
⻑、担当理事、学園本部⻑、事務局⻑・局次⻑、部⻑及び課⻑において適切かつ効率
的に職務を遂⾏する体制を整備している。

⑦

職務を特定の者に⼀⾝専属
的に属させることにより、
組織としての継続的な対応
が困難となる、あるいは不
正または誤謬等が発⽣する
といった事態が⽣じないよ
う、権限及び職責の分担や
職務分掌を明確に定める。

A

寄附⾏為、常務会規則、組織分掌規程、職務権限規程及び⽂書決裁規程等に基づき、
組織、職制、各部局の分掌、各職位の責任と権限が定められ、理事会、常務会、理事
⻑、担当理事、学園本部⻑、事務局⻑、次⻑、部⻑及び課⻑において適切に職務を遂
⾏する体制を整備していう。

⑧

内部監査室あるいはこれに
相当する業務を担当する部
署等（以下、内部監査室
等）を設置するなど、内部
チェック機能を⾼める。

A

職務分掌規程において、理事⻑室が内部監査を担うことを定めており、内部監査担当
を置くことを明確化している。また、理事⻑直轄の組織として業務にあたることによ
り、内部監査機能を⾼めている。

⑨

内部監査基準または内部監
査ガイドライン等の内部監
査に関する諸規程を整備
し、内部統制体制を確⽴す
る。

A

内部監査規程及び同細則の規定により内部統制体制を確⽴している他、マニュアルを
整備し担当者間で共有することで内部監査の実効性を⾼めている。

⑩

相互牽制機能が働く有効な
体制を整備し、監事、会計
監査⼈及び内部監査室等に
よる三様監査体制を確⽴す
る。

A

監事、会計監査⼈及び理事⻑室で⾏う三様監査関係者連絡会を設置しており、学園の
会計事務管理者に隣席を求め定期的に意⾒交換や協議を⾏っている。業務執⾏時や会
計監査の際に相互協⼒体制を取ることで有効な監査を実施している。

３．信頼性・透明性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-2 3-2 ⑪

学校法⼈の財務状況に重要
な影響を及ぼし得る事項に
ついて、財務担当理事と会
計監査⼈との間で適切に情
報を共有する。

A

毎会計年度終了後、会計監査⼈による理事⻑、財務担当理事への「理事⻑ヒアリン
グ」を会計事務管理者同席のうえ実施し、学園の経営及び財務状況、並びに会計処理
について適切に情報共有している。

⑫

理事会その他の重要な会議
等における意思決定及び個
別の職務執⾏において、法
務担当及び外部専⾨家に対
して法令等遵守に関する事
項を適時かつ適切に相談す
る体制を構築するなど、法
令等を遵守した意思決定及
び職務執⾏がなされること
を確保する体制を整備す
る。

A

法令等遵守に関する事項を適時かつ適切に対応するため、弁護⼠と顧問契約を締結し
ている。また、外部理事に弁護⼠を登⽤しており、理事会においても法令を遵守した
意思決定が適切になされるよう体制を整備している。

⑬

教職員等が違法または不適
切な⾏為、情報開⽰内容に
関し真摯な疑念を伝えるこ
とができるよう、また伝え
られた情報や疑念が客観的
に検証され適切に活⽤され
るよう、（内閣府告⽰第118
号「公益通報者保護法第11
条第１項及び第２項の規定
に基づき事業者がとるべき
措置に関して、その適切か
つ有効な実施を図るために
必要な指針」（令和 3 年 8
⽉ 20 ⽇）等を参考にし
て）、部⾨横断的な公益通
報対応業務を⾏う体制及び
公益通報者を保護する体制
の整備等を通じて、内部公
益通報に係る体制を実効的
に機能させる 。

A

公益通報者保護法、「公益通報者保護法の規定に基づき事業者がとるべき措置に関し
て、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」及び⺠間事業者向けガイドラ
インに基づき、公益通報に関する取扱い規程を定め、内部通報にかかる体制を整備し
ている。
部⾨横断の内部公益通報受付窓⼝として法⼈事務局法⼈総務課⻑を設置している。内
部通報者⾃⾝の所属上⻑には知られることが無い別のルートとして⽤意されており、
内部通報者が特定されて不利益が⽣じることが無いよう規定されている。
内部公益通報受付窓⼝から調査委員会を設置する⼿順が定められており、調査結果
は、適正な業務の遂⾏及び利害関係⼈の秘密、信⽤、名誉、プライバシー等の保護に
配慮しつつ、速やかに内部通報者に通知されることとなっている。

３．信頼性・透明性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-3 A 3-3-1 A ①

いつ、どのような情報を、
誰に対して、どのように開
⽰するかなどを規定した情
報公開基準またはガイドラ
イン等の諸規程を整備す
る。

A

情報公開規程により、情報を公開する事項、対象、⼿段及び情報開⽰請求⼿続きなど
の基準を定めている。

②

公正かつ透明性の⾼い情報
公開を⾏うため、開⽰すべ
き情報が迅速かつ網羅的に
収集され、法令等に則って
適時、正確に開⽰すること
のできる体制またはシステ
ムを整備する。

A

情報公開規程により、情報を公開する事項、対象、⼿段及び情報開⽰請求⼿続きなど
の基準を定めている。また、法令に則り、必要な情報をホームページに公開できるよ
う、公開する情報に応じた分任体制を整備している。

③

法令に定められた財務書類
等を適切に公開する。

A

法令に定められた財務書類は適切に保管し、閲覧に供することができる体制を整えて
いる。また、計算書類を含む財務状況および事業報告書等をホームページで公開して
いる。

④

中期計画等、事業計画との
連関に留意した事業報告書
の作成を通じてその進捗状
況を公表する。 A

中期経営計画は毎年度ホームページに公開している。また、事業報告書は事業計画書
に基づき、進捗状況及び達成度等点検結果、並びに財務状況を含めて、ホームページ
で公表している。

⑤

認証評価結果、外部評価結
果及び設置計画履⾏状況等
調査結果等、学外からの評
価結果等を公表する。

A

認証評価結果、設置計画履⾏状況等調査結果等、第三者評価の結果をホームページで
公表している。

会員法⼈は、⾃らが⾏う教
育研究活動に係る情報や、
それを⽀える経営に係る情
報について広く社会から理
解を得るため、様々な機会
を通じて、積極的に情報を
公開する。

会員法⼈は、広く社会に対
して、継続的かつ時宜に
適った情報公開を⾏うため
の制度整備をさらに進め
る。

遵守原則 重点事項 実施事項
３．信頼性・透明性の確保
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-3 3-3-1 ⑥
学校法⼈が相当割合を出資
する事業会社に関する情報
を公開する。

A
計算書類の貸借対照表（注記）にある、「学校法⼈の出資による会社に係る事項」に
明⽰し、ホームページで公開している。

⑦

内部統制の実施状況に関し
て、事業報告書へ記載する
等の⽅法により公表する。

A

内部統制の実施状況については、学園及び⼤学の管理運営の概要として、毎年度ガバ
ナンス体制を事業報告書に記載し、その内容をホームページで公開している。
学校会計の⾯では、経費の執⾏について、各部署に対し必要に応じて内容はもとよ
り、計上科⽬について確認が⾏われていること、また定期的な監事による監査によっ
て財務報告の信頼性が担保されている。しかし、事業報告書に項⽬が設けられていな
いため、新たに項⽬を設けるかホームページへの公開等検討する必要がある。
なお、監事は理事会・評議員会及び必要な会議に出席するとともに、理事⻑室内部監
査担当及び監査法⼈から報告を受けることによって内部統制が適正に⾏われているこ
とを確認し、監査報告書により表明している。

⑧

公表した情報に関する外部
からの意⾒を聴取し、反映
できる体制を整備する。

A

外部からの問い合わせを受け付けるための連絡先をホームページで公開している。外
部から寄せられた意⾒等は、事務局担当部⾨へ引き継ぎ、対応する体制を整備してい
る。

３．信頼性・透明性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-3 3-3-2 A ①
公開する情報の包括性、体
系性、継続性、⼀貫性及び
更新性に留意する。

A
法令で定められた公開すべき情報等は、ホームページで公開し、定期的に更新してい
る。

②

公開した情報へのアクセシ
ビリティ及びユーザビリ
ティの向上を図る。 A

ホームページトップ画⾯から直接アクセスできるページとして「法令に基づく教育情
報等の公表」ページを公開しており、ユーザビリティの向上を図っている。

③

情報の受け⼿にとっての理
解容易性、明瞭性及び重要
性に留意し、グラフや図表
を活⽤した資料等、幅広い
ステークホルダーが理解し
やすい⼿段によって情報を
公開する。

A

事業報告書や財務状況等の公開資料については、可能な限りグラフや図表を⽤い、概
要など説明⽂を付しており、社会に広く理解されやすいよう⼯夫を⾏っている。

④

とくに収⽀の均衡状況、将
来必要な事業に対する資⾦
の積⽴状況や資産と負債の
状況について、学校法⼈の
信頼性、透明性及び継続性
の観点から、理解容易性、
明瞭性に留意した情報を公
表する。

A

事業報告書に当該年度及び前年度対⽐の収⽀状況、過去５年間の収⽀及び財務⽐率の
推移及び経営状況の分析等を掲載している。「経営状況の分析」については、私⽴学
校振興・共済事業団が提供する「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法
⼈全体）」を⽤いて経営状態を診断し、経営上の成果と課題及び今後の⽅針等公表し
ている。

⑤

学校法⼈の継続性に重要な
疑義が⽣じる可能性が⾼い
場合には、当該法⼈に重要
な影響を及ぼす傘下法⼈等
の情報を理解容易性、明瞭
性に留意して公表する。

A

学校法⼈の継続性に重要な疑義が⽣じる可能性が⾼い場合には、情報公開内容も含め
て、常務会で確認を⾏い、内容や状況によって理事会へ報告を⾏うこととしている。
現在、学園に重要な影響を及ぼすと考えられる傘下の法⼈は、学園が出資総額の
50％以上を出資する関連会社と考えられる。当該情報は計算書類の注記にその状況
を記載すると共に、ホームページの財務状況に掲載して外部に公開している。

３．信頼性・透明性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項

会員法⼈は、情報を公開す
るに当たり、幅広いステー
クホルダーの理解が得られ
るよう、その公開⽅法の⼯
夫・改善を図る。
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

3-3 3-3-2 ⑥

中期計画等との連関に留意
した評議員会への事業の実
績報告や事業報告書の作成
を通じた経営上の課題や成
果の明確化、共有化によ
り、経営改⾰を推進する。

A

中期経営計画の策定及び事業報告については、評議員会で説明をおこなっており、情
報の共有を図っている。また、承認された事業報告書は、ホームページで公開してい
る。

⑦

⼤学に特有の⽤語に関して
はわかりやすい説明を付す
など、⼤学関係者以外の幅
広いステークホルダーから
の理解が得られるよう⼯夫
する。

A

財務に関する事項については、学校法⼈会計基準に則り会計処理を⾏っている。事業
報告書の「財務の概要」には、各項⽬に説明を盛り込むなど、⼤学関係者以外のス
テークホルダーに理解が得られるよう⼯夫を⾏っている。

遵守原則 重点事項 実施事項
３．信頼性・透明性の確保
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

4-1 A 4-1 A ①

政策を策定、管理する責任
者（理事⻑、常務理事、学
⻑をはじめとする理事等）
の権限と責任を明確化す
る。

A

寄附⾏為において、理事⻑及び常務理事の職務について規定している。また、学⻑等
の任⽤と職務規則において、学⻑の責務についても規定し、政策を策定する責任者の
職務を明確化している。

②
政策を策定、管理する責任
者の選任、解任に係る⼿続
き等を明確化する。

A
寄附⾏為において、理事の選任、解任事項を定めている。また、学⻑については、学
⻑等の任⽤と職務規則に定めているが、解任の⼿続きについては、学⻑は理事である
ため、寄附⾏為によるものとしている。

③
政策を執⾏する責任者の権
限と責任を明確化する。

A
理事会において、理事会が⾏う業務についての担当を決定し、毎年度公表している。

④

理事会及び監事、評議員会
等のガバナンス機関におい
て、定数、構成等を⼯夫す
ることにより、機関内及び
機関間の有効な相互牽制が
働くような仕組みを構築す
る。

A

寄附⾏為及び「理事及び評議員選任規則」において、理事会、評議員会、監事の定
数、選任⽅法及び職務について定めている。また、評議員会での評議員からの意⾒具
申や諮問事項を定めており、機関内及び機関間の有効な相互牽制が働くような仕組み
を構築している。

⑤

理事、理事会及び監事が、
理事⻑や特定の利害関係者
から独⽴して意⾒を述べら
れるか、モニタリングに必
要な正しい情報を適時、適
切に得ているか、理事⻑、
内部監査⼈等との間で適
時、適切に意思疎通が図ら
れているか、理事会及び監
事による報告及び指摘事項
が適切に取り扱われている
か、を定期的にチェックす
る。

A

監事は毎理事会に出席し、適時適切に法⼈の状況の把握に努めている。また、理事会
における意⾒具申や監事監査報告に際しても、理事⻑及び学園内部監査業務にあたる
理事⻑室との意⾒交換（理事⻑連絡会）も適宜⾏われており、相互に意思疎通が図ら
れるよう努めている。

⑥

教学組織と法⼈組織の役
割・権限・責任を明確化す
る。 A

法⼈については寄附⾏為，組織分掌規程及び職務権限規程に、⼤学については、学則
をはじめ、⼤学審議会、⼤学院委員会等の教学管理に関する規程、組織分掌規程や職
務権限規程を定め、それぞれの役割を明確にしている。

遵守原則 重点事項
会員法⼈は、私⽴⼤学の教
育研究活動の継続性を実現
するため、⼤学運営に係る
諸制度を実質的に機能さ
せ、⾃律的な⼤学運営に努
める。

会員法⼈は、⼤学運営に係
る諸制度によるガバナンス
機能の向上のため、評議員
会、理事会及び監事等の機
能の実質化を図る。

４．継続性の確保
実施事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

4-1 4-1 ⑦

政策を策定、管理する責任
者（常務理事等）が政策の
執⾏状況を確認できる仕組
みをＩＴの活⽤等により構
築する。

B

政策の執⾏状況については、常務会、理事会等において各種データを活⽤して事業の
進捗状況に関する分析や報告がなされているが、より効果的・効率的な仕組み作りを
今後も進めていく。

⑧

経営情報を正確かつ迅速に
教職員等の組織構成員に伝
達するためのＩＴ環境を整
備するなど 、学校法⼈経営
に係る当事者意識を醸成す
る仕組みを構築する。

A

理事会や評議員会に提⽰された資料は、電⼦データにて教職員に公開している。ま
た、過去の開催回の資料や記録も専⽤ホームページや共有フォルダに格納し閲覧でき
る仕組みを整えている。なお、理事会に出席を要しない評議員には、理事会終了後に
担当理事が議事を説明することとしており、教職員への経営情報伝達が迅速になされ
るよう努めている。

⑨

理事会及び常務理事会、評
議員会等の議決事項を明確
化する。

A

理事会等の議決事項については、各学校及び関連事務局が定められた期⽇までに担当
部局に議案を提案し、担当部局は議案の必要性についてチェックを⾏い、その後常務
理事に確認を⾏っている。理事会及び評議員会の議事は、「案件」「事由」「議事に
必要な資料」を提⽰したうえで、その⽂書の中で、何を、どのような理由で、どう決
定するかを明⽂化したうえで、審議している。また、審議の結果については、会議終
了後、即座に評議員に伝達する仕組みを整えている。

⑩

理事会、評議員会の開催に
当たり、資料を事前に送付
するなど、⼗分な説明や資
料を提供し、構成員からの
意⾒を引き出すための議事
運営の仕組みを構築する。

A

理事会及び評議員会の開催にあたっては、事前に書⾯により、議事と内容を通知する
よう寄附⾏為に定めており、事前に議決内容の確認を⾏えるような仕組みになってい
る。

⑪

理事、評議員の定数は学校
法⼈の規模を踏まえた数と
する。

A

理事の数は15⼈以上19⼈以内、評議員の数は41⼈以上58⼈以内としており、理事の
数を超える評議員を置くこととしおり、学校法⼈の規模、設置校数を踏まえた⼈数と
している。なお、本法⼈の理事は、評議員を兼ねることとしていることを付記する。

⑫

学校法⼈内外の⼈材のバラ
ンスに考慮しつつ、理事及
び評議員等の選任時に当該
学校法⼈の役員もしくは教
職員でない者（以下、「外
部⼈材 」という）を積極的
に登⽤（理事、評議員につ
いては複数名）する。

A

理事総数18名中5名を外部⼈材から登⽤している。また、評議員52名中15名を外部⼈
材から登⽤しており、法⼈内外の⼈材バランスに配慮しつつ、積極的に外部⼈材を登
⽤している。

４．継続性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

4-1 4-1 ⑬

ダイバーシティ推進のた
め、法⼈に関係する全ての
⼈の⼈権を尊重し、個性と
能⼒を⼗分に発揮できる環
境を構築する体制を整備す
る。

A

多様性を尊重する取り組みとして、⼥性活躍推進法に基づく⾏動計画を作成のうえ
ホームページで公開しており、⼥性管理職の登⽤向上などを⽬指している。障害を有
する⽅への理解を深め、安⼼して働いてもらえるよう、東京都が実施する職場内障害
者サポーター養成講座を終了した職員を含めて障害者に対する⽀援活動に積極的に取
り組んでおり、東京都の職場内障害者サポーター事業の好事例と認定された。また、
外国籍の⽅とともに働くうえで理解すべき事項を共有するなど、多様性への理解促進
に努めている。
多様なバックグラウンドの学⽣等が在学中通称名を使⽤することができるよう⽅針を
定め、制度を運⽤している。

⑭

外部⼈材に経営情報を正確
かつ迅速に伝達し、運営の
透明性を確保するととも
に、外部⼈材からの意⾒聴
取の仕組みを整備する。

A

外部⼈材から登⽤された理事、評議員は、それぞれ理事会、評議員会に出席し、適時
適切に法⼈の状況の把握を⾏っている。また、理事会、評議員会における意⾒具申が
適切に⾏われるよう、その機会の確保に努めている。

⑮

理事、監事及び評議員及び
監事に対する研修機会を提
供し、その充実を図る。 A

新たに理事、評議員に就任した際には、新任理事、評議員オリエンテーションを実施
し、様々な観点からの必要な情報を提供している。理事及び監事には、⽇本私⽴⼤学
連盟等が主催する研修への参加を促し、複数の理事が参加している。また、毎年度、
理事・監事研修会を開催し、研修機会を設けている。定期的に研修機会を提供できて
いない評議員に対しては、今後、機会の充実を図っていく。

４．継続性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

4-2 A 4-2-1 A ①

「寄附を受ける」から「寄
附を募る」への転換を図
り、寄附⾦募集事業を推進
するための体制を整備す
る。

A

寄附⾦募集企画、寄附の受⼊諾否並びに寄附者に対する顕彰等について専⾨的に審議
する機関（寄附⾦受⼊管理委員会）を設置している。また、寄附募集から受⼊等の対
応を専⾨的に⾏う担当部署を設置し、募集事業を推進している。

②

理事⻑、学⻑等のトップ層
が寄附募集活動の重要性を
認識したうえで、業務とし
ての寄附募集の位置づけを
明確にし、教職員の寄附募
集に係る意識と理解の深化
を図る。

A

理事会において、定期的に寄附募集状況の報告を⾏っており、資料は教職員にも共有
している。また、理事⻑直轄の部署において寄附募集業務を推進しており、課題や進
捗状況は随時確認を⾏っている。

③

「⼤学のミッション、ビ
ジョンの実現に向けた事
業」「⼤学の将来（機能別
分化、個性化、多様化やグ
ローバル化）に向けた事
業」や「スポーツ・⽂化振
興、地域振興、社会貢献、
その他社会のニーズに合致
した事業」等の⽬的を明確
化したうえで、寄附者から
の共感を得て寄附を募る。

A

寄附募集活動においては、中期経営計画等の内容と連動させ、募集要項や寄附依頼の
リーフレットを作成したうえで、寄附の募集を⾏っている。また、⽬的を明確にした
寄附の募集も⾏っている。

④

補助⾦を含めた外部資⾦に
係る情報収集、情報共有
（学内広報）、研究シーズ
や成果の情報公開（学外広
報）を推進するための体制
を整備する。

A

研究推進と研究⽀援を⾏うために、教育研究推進センターを設置し、科学研究費補助
⾦の採択状況や研究助成情報を公表している。また、研究者情報をホームページに公
開し、教員の研究と社会との接続を図っている。

⑤

補助⾦を含めた外部資⾦獲
得のための円滑な事業運営
や研究推進のための体制を
整備する。

A

教育研究推進センターを設置し、外部資⾦の受け⼊れや研究費を管理する体制を整備
している。

実施事項
会員法⼈は、私⽴⼤学の教
育研究活動の継続性を実現
するため、財政基盤の安定
化、経営基盤の強化に努め
る。

会員法⼈は、私⽴⼤学の教
育研究活動の継続性を確保
するために、学⽣納付⾦以
外の収⼊の多様化等によっ
て、財政基盤の安定化及び
強化を図る。

４．継続性の確保
遵守原則 重点事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

4-2 4-2-1 ⑥

社会・地域連携、産学官⺠
連携、⼤学間連携や⾼⼤連
携を通じた外部機関との連
携を推進するための体制を
整備する。

A

産学官連携、⼤学間連携，⾼⼤連携を推進するため、地域連携センターを設置し、地
域・社会との連携を推進するためのの体制を整備している。

⑦

リスクを考慮した資産の有
効活⽤を⾏うための規程及
び体制を整備する。 A

資⾦運⽤管理規程および資⾦運⽤基準に則り、運⽤資産のリスクに留意しつつ、安全
性及び流動性を確保したうえで資産の有効活⽤を図っている。なお、⾦融資産につい
ては、年次資⾦運⽤計画に基づき運⽤し、投資対象については都度「資⾦運⽤管理委
員会」への報告を⾏っている。また、資⾦運⽤管理規程では理事会へ四半期ごとの運
⽤報告を義務付けている。

実施事項
４．継続性の確保

遵守原則 重点事項
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

4-2 4-2-2 A ①

危機等の発⽣を未然に防⽌
するためのシステム及び体
制を整備する。

A

危機管理規程や情報セキュリティに関する規則、ハラスメント防⽌規程等を定め、危
機の発⽣を未然に防⽌するための体制を整備している。また、海外研修危機管理オリ
エンテーションの計画と実施また、国際交流アンバサダーによる体験報告会の実施等
で在校⽣の危機管理に関する意識を⾼める。

②

管理運営上、不適切な事案
が⽣じた際には、速やかな
公表と再発防⽌が図られる
体制を整備する。

A

危機管理規程や情報セキュリティに関する規則等を定め、不適切な事案が⽣じた場合
に対処する体制を整備している。

③

危機等の発⽣に備え、危機
管理時の広報業務に係るマ
ニュアル、緊急時の対応マ
ニュアル等、危機発⽣時に
必要となる各種マニュアル
を整備し、教職員、学⽣等
に広く周知する とともに、
教職員、学⽣等への研
修等を実施する 。 B

⼤規模地震等災害発⽣時の対応マニュアルを整備している。各講義室には、災害発⽣
時の避難経路を明⽰しており、学⽣教職員に周知している。また、各種⾏事を実施す
る際には、その都度災害発⽣時の避難場所の確認、⼊学試験実施時においては、不測
の事態発⽣時の対応の確認を⾏っている。研修では、危機発⽣に備えて全学⽣・教職
員を対象とする安否確認返信訓練を毎年⾏っている。なお、管理監督者を対象として
毎⽉１回、最寄校舎への駆け付け可否返信メール訓練を⾏っている。その他、危機発
⽣時を想定した現場間連絡ツールの使⽤訓練、新任職員へのマニュアル理解研修など
を⾏っている。
留学プログラム等における危機管理についても、⼤学で危機管理マニュアルを整備し
ており、不測の事態が発⽣した際の対応⼿順を定め、当該プログラムの主管部署関係
教職員及び学⽣に周知している。また、年に２回、国際交流センター主催として、海
外研修等参加の学⽣と実務担当教員を対象とした危機管理会社から講師を呼び危機管
理オリエンテーションを実施している。
感染症の対応については、対策本部で定めたガイドラインや対応マニュアルを随時学
⽣教職員に公表し対応してきた。なお、危機管理広報については、対応が必要な部署
及び関係部署に周知を⾏っている。

４．継続性の確保
遵守原則 重点事項 実施事項

会員法⼈は、幅広いステー
クホルダーからの信頼性確
保及び教育研究活動の継続
性確保のために、危機管理
体制を拡充する。
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学校法人文教大学学園　2024年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

コードの遵守状況の判断 ： A「遵守」 B「限定付遵守」 C「遵守不⼗分」 D「未遵守」 E「意⾒不表明」
A

遵守状況 遵守状況 遵守状況 取組状況

4-2 4-2-2 ④

危機等が発⽣した場合、あ
らかじめ整備した緊急時対
応マニュアル等に基づき対
応する。

A

⼤地震等の災害発⽣時には、対応マニュアルに基づき教職員が対応できよう整備して
いる。また、感染症の対応についても、対策本部で定めたガイドラインや対応マニュ
アルに基づき、学⽣教職員が対応できるよう周知を図っている。

⑤
情報システムへのアクセス
権限を厳格・適切に設定す
る。

A
総合情報ネットワーク規程、情報システム管理運⽤規程、情報セキュリティに関する
規則等を定め、情報へのアクセス権限を適切に設定している。

⑥
情報セキュリティ体制の適
切性及び運⽤状況を検証す
る。

A
情報資産の管理運⽤及び情報セキュリティに関する規則、情報セキュリティ委員会規
程等を定め、情報の適切な運⽤に努めており、検証体制を整備している。

⑦

ハラスメントを防⽌するた
めの必要な措置を講じ
る。 A

ハラスメントの無い環境つくりと維持のため、学園としてハラスメント防⽌規程、ハ
ラスメント防⽌委員会規程を定め、ハラスメントを防⽌するための⽅針を定めてい
る。ハラスメントに関する相談窓⼝を⼤学ホームページで公開しており、ハラスメン
ト被害者が⽣まれないよう、教職員に対してハラスメントに関する理解を深めるため
の研修を実施している。

遵守原則 重点事項 実施事項
４．継続性の確保

21


